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第 5 問 

⑴�　Ａの妻Ｂは、Ａの実印とＡが所有しアトリエとして利用する甲建物の権利証を持ち
出し、ＡＢ間の売買を原因とするＢ名義の所有権移転登記を備えた。なお、ＡＢ間に
売買の事実はなく、本件登記はＢがＡに無断で備えたものである。

　�　Ａは、Ｂ名義の所有権移転登記にすぐに気付き、Ｂと話合いの上、本件登記の抹消
登記手続をすることにしたが、その手続に費用がかかるとの理由からしばらく放置す
ることにした。

　�　その後、Ｂは、本件登記があることを奇貨として、Ｃに対し甲建物を売却し、Ｃ名
義の所有権移転登記が備えられた。売却の際、Ｃは、ＡＢ間に売買の事実がなかった
ことを知らなかった。

　�　Ｃは、Ａに対し、どのような請求をすることができるかについて論じなさい。

⑵�　Ｄは、友人Ｅに対し、自己の所有する乙土地の賃貸に関する事務、自己の所有する
丙土地についての所有権移転登記の手続を任せていたところ、必要がないのに乙土地
の登記済証もＥに預けて数か月にわたって放置していた。

　�　その後、Ｄは、Ｅから丙土地についての所有権移転登記手続に必要であると言われ
て印鑑登録証明書をＥに交付し、乙土地を売るつもりがないのにＥの言うままに乙土
地の売買契約書に署名押印をした。Ｄは、このような状況を顧みることなく、さら
に、Ｅの言うままに実印を渡し、ＥがＤの面前で当該実印を乙土地の登記申請書に押
捺したのに、その内容を確認したりすることなく漫然とこれを見ていた。

　�　さらにその後、Ｅは、Ｄから預かっていた乙土地の登記済証、印鑑登録証明書、作
成した乙土地の登記申請書を用いて、乙土地についてＤＥ間の売買を原因とするＥ名
義の所有権移転登記を備えた。

　�　その上で、Ｅは、Ｆに対し乙土地を売却し、Ｆ名義の所有権移転登記が備えられ
た。売却の際、Ｆは、Ｅが乙土地の所有者であると信じていたし、信じたことについ
て過失がなかった。

　�　Ｄは、Ｆに対し、どのような請求をすることができるかについて論じなさい。
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第 21 問 

Ａは、甲自動車（Ａ名義の登録済み）、乙自動車及び丙自動車（いずれも未登録）の３
台の自動車を購入した。
Ａは、自宅に上記各自動車の駐車が可能なガレージを設置する間、自動車の販売を業と

して営むＢにその保管を依頼し、これらを引き渡した。
ところが、Ｂは、急きょ事業資金が必要となったことから、甲自動車について、名義変

更に必要な書類を偽造するなどして、自己名義に登録を変更した上で、甲自動車を自己所
有と称してＣに売却し、引き渡した。
また、Ｂは、乙自動車が未登録であることに気が付き、これを自己所有であると称して

Ｄに売却した上で、Ｄが乙自動車の駐車に必要な駐車場を見つけるまでの間、これを自ら
保管しておくことにした。
さらに、Ｂは、丙自動車についても売却することを決意したが、事業が上手くいかなく

なり、丙自動車を保管しておくスペースがなくなってしまったことから、Ａの承諾を得た
上で、いったんその保管を友人のＥに依頼し、引き渡した上で、改めてこれをＦに売却し
た。その際、Ｂは、Ｆの承諾のもと、Ｅに対して以後Ｆのために丙自動車を保管するよう
指示した。なお、当該売却の際、当該地域では、自動車を買い受ける場合は代金の支払は
分割払いとした上、代金が完済されたときに自動車の所有権が移転するとの方法によるこ
とが多く、Ｆもそのことを認識していたが特に何もしなかった。
甲自動車、乙自動車、丙自動車を巡る法律関係について論ぜよ。なお、商法の適用につ

いては考慮する必要がない。
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第 16 問 

１�　Ａは、２０２０年４月１日、Ｂから同人所有の甲土地を購入し（以下「ＢＡ間売
買」という。）、引渡しを受けたものの、ＢＡ間売買に関する紛争が生じたため、代
金を支払っておらず、その旨の登記もされていなかった。Ａは、２０４０年４月１日
になっても、甲土地を利用している。

　�　Ｃは、ＢＡ間売買の存在は知らなかったものの、Ａが甲土地を２０年間近く利用し
ていることは把握しており、おそらくＡが甲土地の所有者なのだろうと思ったが、Ａ
名義の登記がないことに気付いた。そこで、Ｃは、同年５月１日、Ｂから甲土地を著
しく低額の値段で購入し（以下「ＢＣ間売買」という。）、その旨の登記をした。

　�　その後、Ｃは、Ａに対し、高額の値段を示しつつ、甲土地を購入するよう申し入れ
たが、Ａに断られた。

　�　そこで、Ｃは、Ｄに対し、同年６月１日、甲土地を売却し（以下「ＣＤ間売買」と
いう。）、その旨の登記をした。その際、Ｄは、Ａが甲土地を利用していること自体
は把握していたが、どれくらいの期間利用しているのかまでは把握していなかった。

　�　Ａは、Ｄに対し、甲土地について所有権移転登記手続を請求することができるかに
ついて、Ｄの反論を踏まえつつ論じなさい。

２�　乙土地を所有するＥは、丙土地を所有するＦとの間で、丙土地を乙土地のための通
路として使用するための通行地役権を設定することを合意した（以下「ＥＦ間契約」
という。）。ＥＦ間契約の後、Ｅは、丙土地について、アスファルト舗装し、排水溝
を設けるなど、乙土地からの通路として利用できるように整備した上、乙土地につい
て、駐車スペースと自宅を建築し、自動車又は徒歩で丙土地を通行して公道に出入り
する形で乙土地を継続的に使用している（以下「本件使用状況」という。）。

　�　その後、ＥＦ間契約についての登記がないことに気付いたＦは、Ｇに対し、ＥＦ間
契約の存在を告げることなく、丙土地を売却し（以下「ＦＧ間契約」という。）、そ
の旨の登記もした。なお、ＦＧ間契約の際、Ｇは、乙土地、丙土地から約１００メー
トル離れた場所に住んでいたが、本件使用状況を認識していなかった。

　�　Ｇは、Ｅに対し、ＥＦ間契約についての登記がない以上、Ｅが丙土地を通路として
使用することはできないと主張することができるか。
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更に必要な書類を偽造するなどして、自己名義に登録を変更した上で、甲自動車を自己所
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た。その際、Ｂは、Ｆの承諾のもと、Ｅに対して以後Ｆのために丙自動車を保管するよう
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第 43 問 

１�　Ｘは、Ｙとの間で、Ｘ所有の甲建物を賃料月額１０万円、居住目的でＹに賃貸する
旨合意し（以下「本件賃貸借契約①」という。）、甲建物を引き渡した。

　�　その後、Ｙは、遅滞なく賃料を支払っているものの、甲建物を乱暴に使用してい
た。具体的には、甲建物内でＹの友人と野球をする等して建具類を全て破壊し、外壁
の数か所も破壊し、トイレを使用不能状態にさせ、甲建物内の掃除もせず、ごみを溜
めているという状況である。

　�　このような状況を把握したＸは、Ｙに対し、本件賃貸借契約①を解消する旨の連絡
をした。なお、催告はしていない。

　�　この場合、Ｘは、Ｙに対し、甲建物の明渡しを請求することができるか。

２�　Ａは、Ｂとの間で、Ａ所有の乙土地を、同土地上に建物を建築しそこに居住する目
的でＢに賃貸する旨合意し（以下「本件賃貸借契約②」という。）、乙土地を引き渡
した。

　�　その後、Ｂは、乙土地上に丙建物を建築し、Ｂの子Ｃとの同居を開始した。
　�　それからしばらくして、Ｂは、Ｃに対し、丙建物を贈与した（以下「本件贈与契
約」という。）。なお、Ｂは本件贈与契約についてＡの承諾を得ていなかった。丙建
物には従前と同じくＢとＣが同居しており、ＢＣ間贈与後も乙土地の使用状況に変化
はなく、ＣにＢの面倒をみてもらうために本件贈与契約が締結されていたのであっ
た。

　�　この場合、Ａは、Ｃに対し、丙建物収去乙土地明渡請求をすることができるか。Ｃ
の反論を踏まえつつ論じなさい。

３�　Ｄは、Ｅとの間で、Ｄ所有の丁土地を、同土地上に建物を建築する目的でＥに賃貸
する旨合意し（以下「本件賃貸借契約③」という。）、丁土地を引き渡した。

　�　その後、Ｅは、丁土地上に戊建物を建築した。
　�　それからしばらくして、Ｅは、Ｆとの間で、Ｆへの借金の担保として、戊建物につ
いて譲渡担保を設定する旨合意した（以下「本件譲渡担保契約」という。）。そし
て、Ｆは、Ｅから戊建物の引渡しを受けて、戊建物の賃貸借契約を締結し、賃料を受
領するようになった。なお、ＥのＦに対する借金の弁済期は到来していない。

　�　このような状況を把握したＤは、本件賃貸借契約③を解除することができるか。
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第 34 問 

【事実】
　１�．Ａは、某年４月１日、友人であるＢから、甲建物の建築を報酬１０００万円で注
文された（以下「本件請負契約」といい、本件請負契約に基づく報酬請求権を「α
債権」という。）。

　２�．本件請負契約では、仕事完成日を同年１０月１日とする旨合意されていたとこ
ろ、Ａは、同日、甲建物を完成させた。

　３�．その後、Ａは、Ｃに対し、同年１０月１５日、α債権を譲渡し（以下「ＡＣ間譲
渡」という。）、同月１７日、同日付けの内容証明郵便を用いた通知がＢに到達し
た。

　４�．一方、Ａは、Ｄに対しても、同年１０月１６日、α債権を譲渡し（以下「ＡＤ間
譲渡」という。）、同月１８日、同月１６日付けの内容証明郵便を用いた通知がＢ
に到達した。

　５�．ＡＤ間譲渡についての通知を受けたＢは、その後、Ｄがα債権の支払先であると
信じて、報酬全額を支払った。

　６�．なお、Ｂは、Ａに対し、同年８月１日、以前からＡが欲していたＢ所有の土地を
１０００万円で売り（当該売買契約に基づく代金支払請求権を「β債権」とい
う。）、引渡しも登記も完了している。

〔設問１〕
　�　事実１から６までを前提に、Ｃは、Ｂに対し、どのような請求をすることができる
か。想定されるＢの反論を踏まえつつ、論じなさい。また、ＡＣ間譲渡についての通
知、ＡＤ間譲渡についての通知それぞれの到達日が同時であった場合はどうか。な
お、α債権、β債権は有効に発生しているものとする。

【事実（続き）】（事実２ではなく、以下の事実があったとする。）
　７�．本件請負契約では、仕事完成日を同年１１月１日とする旨合意されていたとこ
ろ、同日になっても甲建物は完成しなかった。

　８�．そこで、Ｂは、Ａに対し、同日、甲建物の完成を催促したところ、同年１２月１
日になっても甲建物が完成しなかったため、同日、本件請負契約を解除する旨の連
絡をした。

〔設問２〕
　�　事実１、３、７、８を前提に、Ｂは、Ｃに対し、α債権の支払を拒むと反論するこ
とができるか。なお、本件請負契約の解除自体は有効であるものとする。
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１�　Ｘは、Ｙとの間で、Ｘ所有の甲建物を賃料月額１０万円、居住目的でＹに賃貸する
旨合意し（以下「本件賃貸借契約①」という。）、甲建物を引き渡した。

　�　その後、Ｙは、遅滞なく賃料を支払っているものの、甲建物を乱暴に使用してい
た。具体的には、甲建物内でＹの友人と野球をする等して建具類を全て破壊し、外壁
の数か所も破壊し、トイレを使用不能状態にさせ、甲建物内の掃除もせず、ごみを溜
めているという状況である。

　�　このような状況を把握したＸは、Ｙに対し、本件賃貸借契約①を解消する旨の連絡
をした。なお、催告はしていない。

　�　この場合、Ｘは、Ｙに対し、甲建物の明渡しを請求することができるか。

２�　Ａは、Ｂとの間で、Ａ所有の乙土地を、同土地上に建物を建築しそこに居住する目
的でＢに賃貸する旨合意し（以下「本件賃貸借契約②」という。）、乙土地を引き渡
した。

　�　その後、Ｂは、乙土地上に丙建物を建築し、Ｂの子Ｃとの同居を開始した。
　�　それからしばらくして、Ｂは、Ｃに対し、丙建物を贈与した（以下「本件贈与契
約」という。）。なお、Ｂは本件贈与契約についてＡの承諾を得ていなかった。丙建
物には従前と同じくＢとＣが同居しており、ＢＣ間贈与後も乙土地の使用状況に変化
はなく、ＣにＢの面倒をみてもらうために本件贈与契約が締結されていたのであっ
た。

　�　この場合、Ａは、Ｃに対し、丙建物収去乙土地明渡請求をすることができるか。Ｃ
の反論を踏まえつつ論じなさい。

３�　Ｄは、Ｅとの間で、Ｄ所有の丁土地を、同土地上に建物を建築する目的でＥに賃貸
する旨合意し（以下「本件賃貸借契約③」という。）、丁土地を引き渡した。

　�　その後、Ｅは、丁土地上に戊建物を建築した。
　�　それからしばらくして、Ｅは、Ｆとの間で、Ｆへの借金の担保として、戊建物につ
いて譲渡担保を設定する旨合意した（以下「本件譲渡担保契約」という。）。そし
て、Ｆは、Ｅから戊建物の引渡しを受けて、戊建物の賃貸借契約を締結し、賃料を受
領するようになった。なお、ＥのＦに対する借金の弁済期は到来していない。

　�　このような状況を把握したＤは、本件賃貸借契約③を解除することができるか。
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第 54 問 

【事実】
　１�．甲土地を所有するＡは、Ｂとともに婚姻届を提出した。Ｂには、婚姻届を提出す
る前から、Ａを父、Ｂを母とする子Ｃがいた。ＡとＢが婚姻届を提出したのは、こ
れから夫婦、家族として暮らしていく目的の他に、Ｃに嫡出子としての地位を得さ
せるとの目的もあった。

　２�．ＡとＢが婚姻届を提出してからしばらくして、Ｂは、Ｄに対し、Ａの代理人とし
て、甲土地を売却した（以下「ＢＤ間契約」という。）。Ｄは、ＢＤ間契約の際、
ＡとＢは不動産取引さえも代理し合うような夫婦関係にあるのだろうと思ってい
た。

〔設問１〕
　�　事実１、２を前提に、Ｄは、Ａに対し、ＢＤ間契約の効果はＡに帰属すると主張す
ることができるか。

【事実（続き）】
　３�．その後、Ａが死亡した一方、Ｃの祖父（Ｂの親）は自己の所有する乙土地をＣに
贈与した。贈与後、乙土地は、実質的にはＢ及びＣ（以下「Ｂら」という。）とそ
の親戚を含む親族共同体の家産の性質を帯びる形で利用されていた。

　４�．その中、Ｂは、Ｅとの間で、Ｃの代理人として、乙土地について、Ｅの上記親戚
に対する貸金債権を被担保債権とする抵当権設定契約を締結した（以下「ＢＥ間契
約」という。）。なお、当該親戚は、これまでＢらの面倒をみてきた者である。

〔設問２〕
　�　事実１から４までを前提に、Ｃは、Ｅに対し、ＢＥ間契約の効果はＣに帰属しない
と主張することができるか。
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